
第105号 平成29年2月1日
美奈宜の杜区会
コミ協生活環境部会

○橋本さん　（セカンド）　　○木下さん　（セカンド→定住）

○田中さん  （定住）　　　　

‐編集後記‐　 年末年始は、好天に恵まれ新しい年の始まりとして何よりのスタートでした。一方、先週初めと今週は、連続した

寒波で２回の積雪となりました。昨年のような大雪ではありませんでしたが、日常生活への備えは抜かりなかったでしょうか。
    年末年始に、１０月の文化祭の企画で、地域間交流のイベントについて、コミ協の鶴田会長と周辺のコミュニティを訪問し、

お願いすると同時に情報交換をしてまいりました。周辺地域の皆さんも、私達の美奈宜の杜の動きをしっかり見ている

ようで、これからの『まちづくり』には、周辺地域との共同作業は不可欠と感じます。昨年１０月のシンポジウムでの提案の通り、

移住者と地元の住民が、お互いに学び合い、助け合うことが、この街だけでなく朝倉市全域を巻き込んだ、『生涯活躍のまち』
づくりになります。

　　　　
（福元記）

羅 針 盤 区会だより 

☆ 新入居者のお知らせ 

 ☆地区懇談会のテーマ 

  ２月１２日：第一街区、２月１９日：第２街区、２月２６日：第３街区で開催を予定しています 

  地区懇談会の共通報告・テーマをお知らせします。 

 １、朝倉警察署交通課による「高齢者の事故防止に関する講話」（質疑応答とも３０分程度）   

 ２、小中学校の学校協力金に関するお願い 

 ３、住民活動費に関する検討会開催の報告 

 ４、住民連絡網作成に関するお願い等 

 ５、新しい民生児童委員のご紹介 

 ６、当該地区ごとの個別テーマ 

 

★おめでとうございます。（新しい住民誕生のお知らせ） 

  １２月８日に新しい住人が誕生されました。 

  美奈宜の杜で、健やかに育つように期待を込めてお祝致します。 
 

区  会  連  絡 

★『がんばる地域』応援助成金を申請しました。 

 昨年、２０周年記念事業シンポジウムは、（財）地域活性化センターの「地域イベント支援事業」の助

成を受けて実施しました。Ｈ２９年度については、同じ財団の「がんばる地域」応援事業の助成を申請

しました。申請の具体的内容は、次の通りです。 

 １、申請事業は、１０月に開催している『秋のあさくら 食と文化のフェスティバル』です。 

 ２、申請はこの事業で、美奈宜の杜と隣接する４地域（三奈木、高木、秋月、上秋月）との、人的、 

        文化的交流を活発にし、それぞれの地域の特性を相互補完することによって、美奈宜の杜ならず 

   近隣地域や朝倉市の地域力の向上を図ることを目的としています。 

 ３、朝倉地域の農産物、農産加工品、特産物を、美奈宜の杜の会場に、一堂に集めて販売すること 

   により、来場者に朝倉の魅力を発信し、当地区のブランド力の向上を図る。 

 ４、従来のイベントの他、美奈宜の杜と各地域の交流を通じて、周辺地域の紹介展示や各地域の 

   伝統芸能などの実演を行います。これにより各地の歴史や文化の奥深さと魅力を伝え、朝倉市 

   への移住や来訪者の増加に繋げます。 

   「秋月鎧揃え保存会の鎧武者出陣」「 三奈木神社のおくんちの獅子舞」「あさくらたちばな太鼓」 

   「原鶴温泉鵜飼い」などの他、今後ほかの伝統文化へも出演交渉を行っていきます。 

 ５、文化祭では、美奈宜の杜の住人はもちろん、三奈木小学校の子供たち、周辺各地域の方々から 

   も作品募集し、展示します。 

    申請は、朝倉市から福岡県に提出され、今後県の審査を受けて、地域活性化センターの採択まで、 

       ３～４カ月を要しますので、まだ決定ではありません。 

    無事採択を受けて、今年の秋の文化祭が例年以上に盛り上がり、周辺地域の方々とさらに交流        

    が進むこ とを期待しています。                                        

                                                                                                                                                                                  （福元記） 

区会＆生活環境部会からの連絡 

☆街に出てくる野生動物に関して 

 冬になり、街の中にもいろいろな動物の出入りが目立ちます。特に、イノシシやシカは、私達の

生活にも影響を及ぼしているようで、目撃したり庭や畑を荒らされた経験のある方も多いようです。

住民組織にも、動物たちの被害防止対策の相談を頂きますので、今回はその動物への対策に関

する情報をお知らせします。 

 ○野生動物で、私達の生活に被害を与える動物を有害鳥獣と言います。朝倉市での被害は、 

   農産物、農産加工品、林産物などです。特に、大きな被害を及ぼす動物は、ニホンジカ、 

   カラス、イノシシの順で、朝倉市は周辺自治体の中でも生息数が格段に多く、被害も甚大 

  のようです。有害鳥獣の駆除は、許可を受けた専門家しかできません。 

 ○朝倉市に出没する野生動物で有害鳥獣の指定を受けているもの 

  イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、イタチ、カラス、ムクドリ、ヒヨドリ、サギ、 

  ドバト、スズメ、カワウ の１３種類です。 

  街で時折見かける、ニホンザル、テン、ハクビシン、ノウサギは、有害鳥獣ではありません。 

 ○有害鳥獣指定動物の被害にあった場合は、駆除防除ついて以下に相談をしてください。 

   朝倉市：農林商工部農林課 （ＴＥＬ２２－１１１１） 


